
全 裁 判 所 前  48 206 …   96   48 - 

後  4 743  4 675   11   10 - 

簡 易 裁 判 所 前  3 734 -   18 - - 

後   78   63 - - - 

地 方 裁 判 所 前  44 456 -   78   46 - 

後  3 615  3 563   7   9 - 

高 等 裁 判 所 前   16 - -   2 - 

後  1 050  1 049   4   1 - 

最 高 裁 判 所 前 - … - - - 

後 - - - - - 

職

権

請

求

注)　令和２年１０月，数値訂正済み
　司法統計年報刊行後の調査により，「本年中に保釈を許可された人員」，「本年中に保釈を取り消された人員」及び「うち刑訴法３４３条の再保釈人員」欄の誤りが明らかになっ
たことから，令和２年１０月，本表の数値の訂正を行った（その他の欄の数値についても，それまでに報告があった場合は数値を訂正している。）。
　なお，上記調査については，平成２５年から令和元年の数値を対象としており，各年の第１６表について，上記と同様に数値の訂正を行っている。

第16表　勾留・保釈関係の手続及び終局前後別人員―全裁判所及び最高，全高等・地方・簡易裁判所

ａ）　被疑者数で外数である。
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 15 757 - …   282   143 

 1 902 -  1 788   15   1 

  679 - …   10 - 

  11 -   11 - - 

 14 814 - …   263   130 

 1 486 -  1 404   14 - 

  263 - …   8   12 

  405 -   373   1   1 

  1 - …   1   1 

- - - - - 
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